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明治後半期における実業補習学校の役割変化について

鹿子島 寛

はじめに

これま 終戦直後の文部大臣に就任した前田多門が教育再議計闘の精神的支

柱に、独断的にではなく周聞の賛同を得ながち公民教背を据えるべく推し進めていたこ

とに泊四し、前田多円及びその関係者が抱いていた共通項としての戦後の社会議とは如

荷なるものであったのかを、彼らが推し進めようとした公民教育の内絡を検証すること

しようとしてきた。そのためには、前田多門が「元来公民教育に就ては我国とし

ても過去に於て一定の点迄発達し来った経過を有してゐるので、あるが、戦時中誤っ

家歪上主義に崇られて、折角の発達が龍寄せられ、中等学校や青年学校に於ける公民科

までが、いつの関にかその姿を没したJ1、「何も或人々が考えているように、全て180

度の方向転換というわけで誌なく、 10年前まで、戻って吏にそれから再出発すれば、やが

て鍵全な民主主義完成を将来に期することができるf と語り、また社会教育局長に就

任した関口泰が「国民の心の中に平和国家を建設する事に外ならない。根本から破壊し

ないで、も、十数年前に引き戻して、議会政治を正しく運営し発展してゆけば、

日本的民主政治は行われるのであるY と語っていたように、昭和10王手頃に行われてい

た公民教育の内容そしてそれがどういった過程を経て形作られてきたのかという

情を明らかにする必要があると考える。このような観点から本研究は、公民教育と呼称

される教育内答を制度として学校教育に導入する法的根拠の犠矢と位罷づけらえる大正

吉年の実業補習学校規程改正（第二次改正と表記）を学校教育輯度上における公民教育

の質的変容の結第点と捉え、そこに至る実業補習教育と公民教育の相関世について、

「義務教背後教育jという分析視角から検証することを自的としている。そのなかでも

は、第一に、明治35年に公布された実業補習学校規程改正（第一次改正と表記）を

として、実業補習学校が高等小学校と間程度に一般民衆の義務教育後の教育を担うこ

とになったこと、そして第二に、そのことが実業補習教育と青年盟体教育と な

結び甘さの契機になったことについ る。

謹題と方法

まず、本稿における「義務教育後教育」なる諾葉の捜い方について説明をしておきた

い。ここでいう「義務教育後教育jとは、義務教育修了後において、学齢期にある

生徒の薙続教育を意味する場合と、学齢期を過ぎた青年に対する祷翠教育を意味する
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合の二通りを含んだものとして捉えている。前者の学齢期にある児童生徒の継続教育と

は、わが国の小学校制度の基礎を固めたといわれる明治23年の小学校令（第二次小学校

令） 4 において「補習科」教育として現れる。それは明治24年11月17日の省令第八号

「補習科ノ教科目及修業年限」及び説明文、文部省令第九号「専修科・徒弟学校及実業

補習学校ノ教科目修業年限」及び説明文、文部省令第十号「随意科目等ニ関スル規則」

及び説明文、文部省令第十一号「小学校教則大綱」及び説明文、文部省令第十三号「小

学校ノ毎週授業時間ノ制限」及び説明文、文部省訓令第五号「普通教育ノ施設ニ関スル

本大臣ノ意見」によって詳細に規定された。そしてその内実は第二次小学校令を更に整

備した明治33年の小学校令（第三次小学校令）でも概ね継承された。また、後者の学齢

期を過ぎた青年に対する補習教育ついては、明治26年の実業補習学校規程第二条におい

て「尋常小学校卒業ノ者ニアラサルモ学齢ヲ過キタル者」に限って「学校長ノ許可ヲ得

テ入学スルコトヲ得」 5 とされていたものが、明治35年の実業補習学校規程改正（第一

次改正）で修業年限が緩和されたことにより、実質的に10代後半の青年も被教育者の対

象となる道が開かれた。

ではどこに「義務教育後教育」ということを分析視角とするだけの意味があるといえ

るのか、その意義について説明したい。昭和初期における公民教育の内容及びその実施

形態だけでなくそれらを形成する前史の模様を語るには、どうしても実業補習学校の性

格及びその教育の在り様を問題とせざるを得ない。なぜならば、他の諸学校に先んじて

公民教育が重視されてきたのは実業補習学校であったからである。従って、その問題を

分析し考察するためには実業補習学校が急増しはじめる明治30年代以降において、実業

補習学校が地方社会の中でどのようなものとして在ったのかという実際の役割や機能性

並びに諸学校との位置関係を明らかにしておく必要がある。

ところで、義務教育後教育という問題は根本的には「国富民福」という国家政策上の

問題に帰結するものであるが、そこに繋がる明治30年代以降の学校教育制度上の課題と

は、第一に初等教育完全性の追求という課題（①義務教育の年限延長、②就学率の向上、

③学習内容の簡易化と修得率の向上）、第二に実業教育の普及拡充という課題、第三に

中等教育の制度的整備6という課題を内包するものであった。そして、義務教育後の補

習教育対象者はその大部分の者が若年就労者、つまり実業補習教育の対象とされる青少

年たちであった。従って、実業補習教育が第一と第二の課題に大きく関係しているだけ

でなくその二つの課題を基軸として進展していくのであれば、他の諸学校に先んじて公

民教育が実業補習学校で重視されてきたという事実に照らし合わせてみても、義務教育

後教育という視点で実業補習教育を捉え直すことは実業補習教育と公民教育との関係を

論じる上で欠かすことのできない分析視角の一つではないかと考える。また、それなし

には学校教育制度上における公民教育の本質は語れないのではないかと考える。

而して、本研究における義務教育後教育という研究視角の意義は、実業補習教育が青
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年期教育つまり義務教育修了後の一般民衆を被教育者全体として捉えた上で、彼らに対

する教育を組織化し制度化していく過程そのものを代表していると理解することにある

ということである。

そこで、本稿では義務教育修了後に離学している学齢児童に対する組織的な教育活動

である「補習科」教育と実業補習教育について、明治30年代における学校教育制度上の

課題という視点から検討し、明治35年の第一次改正を境として、実業補習学校が高等小

学校と同程度に一般民衆の義務教育後の教育を担うことになったこと、そのことが実業

補習教育と青年団体教育との直接的な結び付きの契機になったということを明らかにす

ることで、実業補習教育の性格を捉え直してみようと思う。因みに、ここにいう制度上

の課題とは、第一に初等教育の不完全性を補うという意味での「補習科」教育つまり初

等教育の継続教育であり、第二に日本産業資本経済の進展に伴って要請が強まってきた

実業に対する教育の整備拡充のことである。

第 1章 義務教育後教育における「補習科」教育と実業補習学校の役割

初等教育の完全性という課題とは、第一に学齢期における義務教育の短過ぎる修業年

限を延長するということ、第二に経済的な理由等から義務教育を受けていない学齢児童

の就学率を向上させるということ、そして第三に就学期間の短さに加えて学習する内容

の過多等からくる修得率の低さを是正するということである。こうした課題に対する対

応は明治23年の第二次小学校令に規定された「補習科」教育として現れる。その内実は

明治33年の第三次小学校令においても大きな変更はなく、飽くまで普通教育の補習教育

であり初等教育の完全性に関係づけられる教育事項であった。これに対して、明治26年

の実業補習学校規程で規定されていた実業補習教育は、第二次小学校令で規定された小

学校の部類に属するものであるが、その目的は簡易なる実業の教育と普通教育の補習教

育であり、従って「補習科」教育と実業補習教育の教育方針は出発当初から異なるもの

であり、両者はそれを前提として出発している。しかし、その被教育者となる対象者は、

年齢上は共に義務教育を修了した学齢児童であって、やや高尚な普通教育を施す高等小

学校へ経済的な理由等で入学できない者たちであり、従ってパートタイムな時間帯で学

習する以外に方法をもたない者たちであった。このような学齢児童に対する関心と彼ら

を継続的に教育していくための方策である補習教育の重要性について、文部省は第二次

小学校令、実業補習学校規程、第三次小学校令、及び第一次改正時において繰り返し訓

令している。

法令上「補習科」が姿を現すのは小学校制度の基礎を固めた第二次小学校令からであ

る。この公布に当たって文部大臣大木喬任は訓令第五号「普通教育ノ施設ニ関スル本大

臣ノ意見」で普通教育の意義を「社会及国家ノ福祉ト品位トヲ増進セシムルニ在レハ人

トシテ此国ニ生活スル者ニハ何人ト難モ普通教育ヲ受ケシメサルヘカラスJ「国家ノ精

円
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神風俗貧富強弱等此普通教育ニ淵源セサルハナシ」と説き、補習科の旨趣について「既

ニ正教科ヲ修メタル児童ノ為メ便宜之ヲ置ク」（省令第十号）ものではあるが「既修ノ

教科目中応用最モ虞キモノヲ練習補習セシメ兼ネテ其将来ノ生活上ニ必須ナル事項ヲ加

ヘ授ケ務メテ実用ニ資セシメントスルニ在リ故ニ補習科ノ教授ハ務メテ土地ノ情況ニ適

切ナラシメ児童道徳上ノ習慣ヲ輩固ニシ知識技能ヲ練習補充シテ其地方ノ生業ニ従事ス

ル為メニ便益ヲ得シムルヲ以テ主眼トナスヘシ」（省令第八号）と説明している 7。つ

まり、補習教育を強制的に実施するわけではないが、「精神風俗貧富強弱等」が普通教

育に淵源している以上、既修した普通教育に生業に従事する上で便益性のある内容を付

加して「練習補充」する補習教育はすべての就学者にとって意味のある教育であるとい

うことである。

そして、実業補習教育についていえば、井上毅はその構想、を示した「意見大綱」にお

いて、「国家富強の第一着手たるべき殖産興業の道に於て一般人民の実業上の知識は無

形の資本」であり「最価値ある原素」であるとした上で、「実業補習学校の利益は細民

の子弟尋常小学校を卒業したる者をして容易に普通教育を補習し及実業の初歩教育を授

くるの便を得せしむるにあり蓋し此等の年少は家にありて多くは未だ恒心あらず日夕類

を求めて追従し三々五々群居嬉遊し且精機発動の時に際し志気未だ定まらざるが故に或

は悪習に誘はれ終身の方向を誤る者往々にしてあり此の時に於て社会は最も之を教育し

て生産的の良民たらしむるの義務」 8 があると、尋常小学校を卒業した後にも継続的な

教育を施すのは社会の義務であるという見解を示している。つまり、実業補習教育の対

象者は尋常小学校を卒業した未だ恒心のない細民の子弟であること、そして彼らに対す

る義務教育修了後の補習教育と初歩的な実業教育とが国富民福を達成する上で肝要なこ

となのだということである。

このように義務教育修了後の離学者に対する補習教育、即ち既修した普通教育の補習

と生業に従事する上で有益である初歩的な実業教育を初等教育の完全性という視点にたっ

てみたとき、その意義とは何であったのかといえば、それは第一に「精神発動」の時期

における「細民子弟」を対象とする教育であるということ、第二に彼らに対する初等教

育の効用の不充分さを補うということだけに留まらず、国家社会の「福祉ト品位」を増

進させる上でも「無形の資本Jであるということである。そこに社会の底辺に位置する

「細民子弟」を共通の被教育者とする「補習科」教育と実業補習教育の役割があったと

いえる。しかし、日本産業資本経済の確立期である明治30年代に入ると、高等教育会議

の答申を受けて制定された実業学校令によって、実業に関する教育環境が整いはじめ、

「補習科」教育の役割は第三次小学校令による小学教育の一層の整備にも拘わらず小さ

くなっていく。この点については第 3章で詳しく検証することにする。
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第2意 実業教育振興策における f構習科j教嘗と実業構習学校の役割

明治30年代に入ると、近代産業の形態をとった企業の経盛と社会の薪たを教育要求は

学校教育制度全般にわたる包括的な教育改革へと繋がゥた。それは統一性を欠いてい

実業教育についても実業に従事する者たちを段階に応じて組織的に養成するために明治

32年実業学校令（勅令）を公容し、普通教育と比較すれば等調視されていた中等以下の

実業教育の振興を促した。そして、日清戦争後における産業社会の近代的な組織改変へ

の動きは一般民衆を労識者として産業社会に位置付けていったがために、そこに新たな

教育の必要’往すなわち職工の鷺の向上を図るための教育が緊急、の課題となった。

日清戦争後における敦策的な実業教育の必要性については、散米視察から婿留したの

ち国内の実業教育事情を説察した文部参事官寺田勇吉が雑誌『実業教育Jの編集者の聴

に応じて次のように語っている九まず、実業教育の勃果について「元来欧米にては

富国強兵を以て文明の一大目的とし、露出強兵の基礎は寓口一致実業教育にありとせり、

故に此教育を全開に普及発達して始めて留を窟まし兵を強ふするの突を挙くるを得と称

し率先此方針を取り其実行をつとめしは独乙自にして久しく進んて遂に今告の如き

を見るを得たるなりJと語り、わが国の現状については「現今我由実業教育の中ち

以上のものは頗るよく発達し従て各種実業学校の教員、学校長若くは官庁、会社の技師

となるもの続々世に出つれとも怒れとも此等の入の手先になちて動くへき実業者を教育

する低度の実業教育の普及発達せさる辻甚た遺憾とする所なり替はば頭はかりよくて少

しも手足が去ふことを利かぬゃうの始末にて、実に我国教育上一大欠典たるへけれは、

将来現時の実業補習学校を改良して之を盛んにし有為の職工徒弟を作るを期すへきなり」

とその不穏を指摘していたO 記して、「脊為の職工徒弟を作るの道を欠くは、将来欧米

人との競争上実に寒心に耐江さるものありjというように、鋳難的な対外政策上の観点

から拐等実業教育の整欝が急務であると主張している。そして初等実業教育の内実とは、

「人の手先になりて働くへき実業者を教育する低皮の実業教育」であ号、現時に求めら

れているのもこうした「有為の職工徒弟」の実業績習学校における組織的な養成である

と普及している。

また、同じように対外的な故策の重要性から職工教育の整錨が急務であることを説い

ていた社会主義者の片山潜は、明治35年に雑誌 f労働世界jで「労働問題の解決（一）

～（四）Jと題した論文告発表し、実業教育搬興策を援し進める上で実捺問題として解

決を求められていたものとは職工の質を向上させることであると主張していた。片山潜

も当時のわが国産業社会の現状について「日祷戦争後頗る長足の発達をなせしとは難ど

も其製産品は未だ粗雑を免れず機械工業は詣ほ未だ幼離にして彼の折角始めたる製議業

の如きは実に桂もあてられぬ失敗つづきの醜拡を演じ、紡績業と去ひ造斡業機械製造業

と云ひーとして未だ見るべきものなしJlOとその稚揺さを指摘している。そしてその原

国を資本家や工場主の旧態弦熱にあるということを次のような言い屈しで糾弾している。
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多数の資本主工業家は頑患にして時理に通ぜず、依諮問手に国まり少しも文明的進歩

の方針を取らず、機識は18式の廃物を用ゐ工場は不整理緩まりて労銀の安きは工場上唯

一の利なりと迷告し、註々職工を圧制して酷使す、故に産業は遅々として選参せず、被

は常に資本の欠乏に悲鳴せり、彼の労欝詰資本を生み出すと云ふ経済の一大原則を忘、

して資本を生み出す者と信じて工業に身を入れず、其結果機械は組悪にして実用

せず職工は奴隷の如く曾て其韓康知識技能に住意せず只技部監督さへ教育せば工業は進

歩する者と思意せり～

その上で「我工業は今や外国のツラストに圧鱒されんとす、煙車、電気及五治事業に

於て吾人は其然るを見るなり、我工業の振興に向って焦眉の急務は職工教育にあり、労

働者の知識を養成するにあり、寄人は今日労欝者の実状を見て其必要を唱ふる者なり、

労傷者を教育するは正に工業の発達を計るなり、彼等の技能在進め貯蓄を奨励し以て生

を増すは彼等を教費するにありJ12という観点から、産業社会の発展のため

なのはそれを支える教育された労働者であると主張する。そして「学校は教育の拐歩を

授くる所なり之を以て教育終れりとなすは大なる誤りなり（中略）人は静生教育を受け

ざるべからずそは静生進歩せぜるべからざればなりJと恒常的に教脊j言動が行われなけ

ればならず、職工教育にしても壮年者に対する教育設備がないのは f多数の脊年が折角

小中学校にて得たる教育も石地の作物の知く社会の風雨に逢ふて鍵全なる発述を成さず

して終る」13 原因になっていると、学校教育だけでなく壮キ者に対する社会教育の必要

性にも言及している。

このように欧米列関に伍する産業社会を構築する上で必要不可欠なのは労識者に対す

る教育であるとする見解は、第一次改正後の明治35年3月に文部参事官赤司鷹一郎と

業学務局員在原美誠が実業論習学校規程の内容を詳細に解説した f実業補習教育論jに

おいても普及されている。そこに辻、「実業振興策トシテ葱ニ持筆セサルヘカラサルモ

ノハ実業ニ従事シヘキ入物ザ養成スルニアリトス加街ニ資本充実スルモ之？？活動セシム

ヘキ人物ナクンハ実業ノ発達得テ盟ムヘカラサルヤ明ナリJとしつつ、実業者は「勤倹

ニシテ労働ヲ

も急務なこと

一シテ信用ヲ議ンシjることは勿論で、あって、それ以上にいま最

と科学的知識技能を高めること、そしてその呂的を達成するため

には f実業教育ノ普及ハ低度実業学校殊ニ従業補習学校ノ タスンハアラスJと

ると説明している

その他にも、工業教員養成所で学び実業構習学校に勤務している鈴木定ーが明治38年

に「目下実業構習教育ニ関スル著書ニ乏シク斯道研究者ノ不便一方ナラスjという現状

から rs本の実業補習教育Jを出践している。その中においても「義務教育を終りたる

ものにして直ちに丁稚又は幼年職工となるものの如き日に其多きを加ふるに際し、是等

可憐の実業技術者の為めに容に業務閑散の時を以て実業構習学校を開始し、

る業務に適切なる知識技龍を授くると同時に話下の急務たる実業道徳、の訓練」を
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ゐに、「低度実業者を教養すべき実業補習学校を普及せしむるは目下の急務」であると

言及している九また、明治39年には『教育時論Jの記者堀尾太部が f農村実業補習教

育Jを出悲し、義務教育六年制に移行した後の明治45年には大援府天王寺師範学校附属

小学校の教諭栗寓松次が f農村用 実業補官学校の新経営Jを出版し、再書には時間的

りがあり iまするが共に義務教育修了後における若年労働者の教育とし

官の重要性とその施設を充実させることは魚、務であると提唱している。

以上のようなことから言えることは、日清戦争後の明治初年代になっ

興が呼ばれるようになり、それに並有して実業者に対する教育の在ち方が（その内容も

含めて）問題とされるようになったということ、更にその被教育者として社会の底辺に

位置する f細民子弟jゃ f若年就労者」が対象となっていたこと、従ってそのような事

実関孫によって［細民子弟j或いは「若年就労者jに対する義務教育修了後の継続教育

として収殺されていく結果へと繋がったと考えられる。

第3章 明治35年 f現業補習学校規程j改正と実業補留学校の役害j変化

1 .義務教育後の捕翠教育活動の中心的存在として

明治30年代から40年死にかけての義務教育惨了後の諸費教育の性格を明らかにしてい

く作業は、高等小学校、尋常卒学校補習科及び実業構翠学校のそれぞれの役割及び相互

を確認する作業に等しいといえる。

まず、高等小学校と尋常小学校講習科の関様であるが、第三次小学校令の要旨と施行

について説明した訓令第十号には、尋常小学校の修業年限延長詫題に絡めて

高等小学校の望ましい在り方を次のように説明している。「高等小学校ニ於テ

訣ニ応シテ其ノ教科程ヲ襲爵スルコトヲ許シタリ故ニ二年ノ高等小学校ノ教科目ヲシテ

或ルヘク尋常小学校ノ教科目ト桔連絡セシメンコトヲ期シ以チ尋常小学校ニ二年ノ高等

小学校ヲ詐龍スルノ使ヲ図レリjと、尋常小学校に高等小学校を詳寵する場合は二年制

の高等小学校の設置を奨励している。これは「鯵業年限ノ延長ハ直ニ之ヲ今住ニ実行シ

難キモ将来ノ為ニ予メ其ノ準備ヲ為スハ当ニ務ムヘキ所Jと、将来的には義務教育六年

制への移行を容易にするための方策であるとしながら、「従来補溜科ノ名義ヲ

小学校ニ類似セル教砕す壁キタル場所ノ如中ハ成ルヘク之ヲニ非経度ノ高等小学校ノ

説ニ改メテ尋常小学校ニ許童スルノ方法ヲ講スヘシ」というようにへ地域によって

「補習科j教育は本来の役割から外れた教青をしていたと推察される。このことについ

て三羽光彦は明治お年頃の三重県学事事情から「高等小学校設置の代葬為るいはワン・

ステッブとして、尋営小学校補溜科が設置され、法規で定められた補習科の趣旨ふと異な

り、より高い水準で教育が行われる場所があったことがうかがえる。いわば、高等小学

として尋常小学校講翌科の設置が進められたJ17と述べている。要するに、

その出発に当たり明治24年の省令第十号で「既ニ正教科ヲ諺メタル児童ノ為メ
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便宜之ザ撹クJとあっただけでなく、明治33年の訓令第十号には「尋常小学校ニ高等小

学校ヲ併置スルニ至ルハ希望スル所ナレトモ町村ノ資力或ハ其ノ併置ニ堪ヘサルモノ事

少カラサルヘシ虎ノ知キ場所ニ於テハ補習科ヲ設クルヲ以テ利便多シトスJというよう

に、補習科は持も高等小学校の代替擁設であるか或いは尋常小学校の議室続教育を施す使

な施設で、あったということになる。しかし、就学率の抵かィコた明治20年代の情況下

で小学校教育の不完全ちを構うという政策的側聞からみればその苓在意義はあったとい

える。

そして、明治33年に文部官僚津柳政太郎等18が第三次小学校令を公布するごよかで学齢

児童の就学率も80%を超え、 明治40年に を六年制としたことで初等教育

の完全性という側面からの小学校教育は一層整舗されたものになったがへこれに逆比

例するように「補習科J教育の存在意義は段々と薄れていくことになる。

これに対して、同じ被教育者を対象としていた実業補習学校についていえば、明治35

年の第一次改正時に去容された言，，令第…号ではその教育話的をそれまでのものから

種ノ ントスル者ニ欝易ナル方法ニ依リ其ノ ル知識技

能ヲ授クルト開時ニ普通教育ノ補習ヲ為スヲ以テ目的トス即チ実業ノ教轄す主脳トシ併

セテ普通教育ノ捕習ヲ為シ両者共ニ其ノ吾的ヲ違スルヲ以テ実業構警学校ノ本旨トナス

ヘキコトJと補潤教育よりも実業教育の方を重視するものに変更し、「専ラ普通教育又

ハ実業教育ヲ施スカ為ニ設ケラルルよそノト箆ニ其の趣旨ヲ異ニスル所ナリ」と

校や実業学校・徒弟学校とは違った教育施設であることを強調した。従って、

「補習科j教育とは違って高等小学技の代替施設20という役割かち説却を関り、

なる実業教育を施す補習学校へと移行していくことで、地域に密著した教育施設へ

と変容していったと言える。

以上述べたことを数鑑的に離認できるようにしたものが表〔 1-1〕と表〔 1-2〕

であるヘ表 C1一日誌高等小学校在籍者数に対する尋堂小学校補習科及び実業講習

学校の在籍者数の都合を示すものであり、表〔 1-2〕はそれぞれの在籍者数を直接表

したものである。これによれば、尋常小学校謡音科の在籍者詑率は学齢克叢の就学率

が66.7%であった明治30年から明治35年にかけて14.6%から3.4弘に減少し、

となった直後の明治往年には1.0%と人数にして88.637人かち6.588人に減少して

いる。その在籍者数が著しく変化したのは就学率が悌%を超えた明治35年頃であるO こ

れに対して実業撞習学校の荘籍者比率は、明治初年に1.1%であったものが明治35年に

は3.1%とな号、明治41年には30.7%に増加している。つまり、尋常小学校謡曹科の在

籍者比率と実業講習学校の在籍者比惑とは正に逆の変化をしていることになる。そして

互いの比率が逆転するその転換点となっている時期が実業語習学校規程を改正した明治

35年壌に一致していることは興味深い。

このことから替えることは、明治35年頃を境として f補習科J教育はその役割を
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的に襲えたことになり、これに対して実業補習学校は初歩鵠な実業教育をメインとしな

がら若年就労者や細民子弟を対象とする補習教育を一手に担い強める組織的な教育活動

の中心的苓在として展開していくようになったと推察される。その意味から言えば、明

治何年の実業講習学校規程の改正は、社会の農辺に位遣していた若年就労者や紹氏子弟

の全体を被教育者として組織的に捉えていく教育機関を提供する契機となったのでiまな

いかと考えられる。

菌みに、表〔 2Jは高等小学校、尋常小学校補習科及び実業論習学校の制度上の特

設及び相違点を、①教育目的・方針、多教育内容、③対象者、④設童形態について時系

列に整理したものである

2 .修業年限緩和策と買業補哲学校の役割変化

は、明治35年頃を境に尋常小学校補溜科の存在が後退していくなかで、

業構習学校は初歩的な実業教育をメインとしながら若年就労者や籍民子弟を対象とする

補習教育の役割を増すことになり、そのことが社会の底辺に位置する若年就労者や細民

子弟の全体を被教育者として組織的に捉えていく教育機関を提供する契機と会ったので

表〔 1-1〕

尋常高小等学小補学習校科／ 実高業等講小習学学校校／ まま：：：：， I学齢児童の就学率

男 男 女 男 女 ｜男 女

1897 (M30) 14.4 15.2 14.6 1.1 1.0 1.1 7.5 6.5 7.31 80.7 50.9 66盆7

1900 (M33) 8.8 き.7 9.0 1.1 0.8 1.0 12.5 8.1 11.3 90.6 71. 81.5 

1902 （担35) 3.0 4.8 3.4 3。3 2.7 3.1 110.5 55.9 90.3 95.8 87.0 91.6 

1904 (M37) 2.3 4.0 2.8 

1906 (M39) 1.8 3.0 2.2 

1907 (M41) 0.4 2.4 1.0 

表〔 1 2〕

高等小学校

女

1897 (M30) 69,467 19,170 88,637 483,226 125,902 

1900 (M33) 58,184 20,080 78,264 664,417 206,778 871,195 7,262 1,618 8,880 

1902 (M35) 21,620 12,735 34,355 731,438 264,367 995,805 23,897 7,116 31,013 

1904 (M37) 18,298 13,095 31,393 781,850 327,316 1,109,166 59,291 17,278 76,569 

1906 (M39) 16,080 28,846 907,326 421,279 1,328,605 135,699 35,803 171,502 

目的（M41) 1,873 6,588 433,550 193,901 627,451 153,926 38,405 192,331 
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教育活的・
方針

表〔 2〕

i第三次小学校令中 i実業補習学校実業補習学校規程アロー引 ！ 
I 告語習季1・ I 第一次改正

明治26年
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ヲ
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容

業
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右

吋
サ
ノ
卒
ト
ヲ

カ

ヲ

之

力

学

校

及

学

ノ

学

者

ノ

上
者
小
ル
上
者

以
ル
等
タ
弘
ル

等
ス
高
シ
等
ス

サ
タ
長
学

ラ

校

入学

テ

得

得
ヲ

吋
ブ
－
h
E

可
コ

許
ル

ノ
ス

イ事業主手設 i三笛年以内 五欝年以内 二箇年以下
必シモ｛彦業主字額ヲ
定ムルノ必要ナシ

設置形態

教場ハ正教科ヲ授；小学校、実業学校
クル校舎外ニ之ヲ i又ハ他ノ学校ニ附

設クルコトヲ得 i段スルコトヲ得 ！コトヲ持

はないかと言及した。そこでこの箆では、上述した事柄が学齢児童を対象とする横の広

がちだ、けでなく、実業補習学校規程改正の日的の一つである諺業年限の緩和策によって

10代後半の青年層も被教育者の対象とする縦の広がりも許容されていたという事実がも

たらす意味について考察してみようと思う。

による修業年限の緩和策についての恕 は、「授業時開及季節ノ選定

ハ実業構習学校ニ於テ深ク意ヲ用ブヘキ所ニシテ或ハ夜間或ハ日曜日或ハ職業上ノ休業

日或ハ冬期農隙等土地ノ信況、生徒職業ノ種類、繁閑等ニ依リ其ノ修学ニ最借便宜ナル

時期ヲ撰ヒ簡易切実ニ教授セシムルコトザ要ス」、「此ノ揺ク実業補習学校ニ於ケ

ノ時間及季節ハ多韓多機ニ且長短不同ニ選定シ得Jvヲ常トスルカ故ニ必シモ｛！多業年践す
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定ムルノ必要ナク寧ロ各教科目ニ就キ之カ修業期間ヲ定ムルノ適当ナルヘキヲ認メ今回

之ニ関スル規定ヲ改メタリ而シテ修業期間ハ土地ノ情況ト教科目ノ種類トニ依リ或ハ之

ヲ数週数月ノ短期トシ或ハ之ヲ数年ニ亘ルノ長期トスルコト国ヨリ其ノ任意タリ」とい

うものであり、学年制よりは学科制に重点を置き、教科目によって授業時間の長短を選

定できる自由度をもたせたものになっていた。こうした修業年限の緩和に加え、入学資

格は「入学ノ資格ニ関シテハ年齢十年以上学力尋常小学校卒業以上ニ於テ之ヲ定ムルコ

トヲ得シメタルカ故ニ地方ノ情況ト学校ノ種類トニ応シ適宜之ヲ定メ必シモ一律ニ拘泥

セシメサラムコトヲ要ス」と、尋常小学校さえ卒業しておれば誰でも就学できるように

なっていたし、「実業補習学校ハ能ク少額ノ経費ヲ以テ容易ニ設置シ得ヘキカ故ニ主ト

シテ市町村ノ知キ団体ニ於テ施設スルヲ適当ト為ス」23 というように、第一次改正は全

体として緩やかな規定となっていた。つまり、実業補習学校を小学校と同じく地方社会

の隅々にまで普及させることを企図するものであり、またそれを可能にする方策の一端

として修業年限の緩和策は考えられていたということである。

3”実業補習学校の役割変化と青年団体との関係性

而して、この第一次改正の意図するものが青年団体内における補習教育や夜学会等に

結び付けられて政策化されたとは言い難いが、確かに時を同じくして内務省及び文部省

が地方との接触を深めていくなかで青年団体に接近していたことも事実である。そのこ

とが政策という形で実業補習学校と青年団体内の教育活動を意図的に結び付けるもので

あったのかどうかについては詳細な検討が必要であるが、今回は実業補習学校と青年団

体内での教育活動とがどういった経緯で結び付くことになったのかという事実の一端を

事例的に示すことで、修業年限の緩和策がその結びつきを可能にする道を開いていたと

いうことを検証することに止めておきたい。

さて、青年団体が内務省や文部省に注目される切掛けとなったのは、周知のように日

清・日露の戦争で一部の地方青年団体の銃後支援活動が軍当局者に理解されたことによ

る。内務官僚であり「青年団の父」と称される田津義鋪24は園内の青年団体の活動につ

いて、維新後における地方青年の「風紀類廃」という情況を改善しようとしたのは政府

の当局でも中央の識者でもなく、「地方の村々の、教育者や篤志家」であり、「之等の人々

は、明治政府の方針に基いて、小学教育の完備にその力を尽くしたが、折角新しい小学

校に於て、新時代の精神を教へでも、卒業後は前述の混乱せる若い衆組の生活をするよ

り外に仕方がない。それでは学校教育の苦心は、殆ど破壊されて仕舞ふの外はない。こ

の点から出発して、地方の篤志家や、学校教育者が青年団復活に心を用ひて来た」25 と、

地方の篤志家や教育関係者の尽力が基底にあったことを強調している。その篤志家の一

人である山本瀧之助の広島県沼隈郡における成果と政府関係者に対する進言等は有名で

あるが、ここでは大阪府天王寺師範学校長村田宇一郎が管理していた附属小学校の第二

F
h
u
 

ワ臼



麗子島 寛

部生野村補習学校における して、実業補留学技と膏年盟体の教育活動が結びつ

く経緯を検証すること；こする。

村田宇一部によれば、生野村小学校が天王寺諦範学校の付属となったのは明治40年10

月で＼このとき援に補習学校は附設されていて十数名の生徒が在籍していた。そしてそ

こでも国津義鋪が諮ったような「小学校で心身を砕いて養成した卒業生も、此弊風の吹

き荒んで居る団体の中に引き入れらるれば、それを一段落として…新紀元として、

中と拭打って変った人間になるものが多いJ26といった雷況や、 f地方には（中略〉

連中即ち青年団体があって、えには若い衆頭と云ふものが居って之を統轄し、動もする

と、隠然小学校と対持して居るやうなところがあるO そう云ふ処では、学校の方で青年

夜学などをしてやらうとしても、多くの出｝章者を得ないばかりでiまない。「我等に何等’

の交渉もしないで団員を勧誘して学校に集めるのは不都合で、あるjと云ふやうな、理屈

ではない一種の感情を彼等に持たしめるJ27ことになって被等から様々な邪魔を受ける

ことになると、学技fflUと青年間体との関係には難しいものがあると諮っているO 従つ

に限らず＼襲く青年を指導して行かうとするにはどうしても此青年団体の存在を

認めて掛らねばならない。えと没交渉で試行かない。能く之と溶け合はねばならいJ、
そして「詫来の若連中の弊風を指描して、今日の逃避に添はざることを説急、その組織

も変更して従来の旧衣を脱して、青年団体と云ふ新衣を設号、新発展を試みゃうではな

いか、此れ団員各自の為にもな号、一家の為にもなり、町村の為にもなるjということ

を彼等に納得させれば、「夜分に補習学校で、吹込まれたことを青年団体とし

しゃうと云ふゃう

ている。

を生じて と、青年団体に対する実捺の活動を紹介し

この生野村小学校で村田宇一部の指導のもと尽力したのは薬開松次である。栗岡松次

は「実業補習学校をして真に青年教育たるの実を挙げしめんとならば、どうしても町村

に於ける全部の青年をして之に入学J29させる必要があるといい、義務教育修了後に離

学してしまう結 S割近くの青年に対して経続教育をなすために肝要なことは、「捕習学

校と青年国葬との関係を最も密接ならしめる事である。即ち背年団体に嘉するものは全

部議習学校を修了するの義務あるものとすと云ふ点まで進まなければならぬjといい、

f薪かる宥力なる団体を一方に控えながらえと何等の関孫を保つことなくして新団体た

る実業補習学校を盛んにせんとするは実に思はぎるの甚だしいものであるJ30と、

補習学校と青年国体との関孫を無視するべきでは会いと指摘する。その上で、 f喜子村で

は小学校を卒業してから、上位の学校へ入学せんとするものは、卒業者の一割か二割し

かいないのが通関であるから、残りの八割乃至九割を占めて居る卒業生を適当に指導し

て、一入前の人間たらしめる道を講じJ31なければならないが、そのための施設として

実業補習学校は最適であると結論付けている。その理由とは「せめて十二三歳から収容

して二十歳位まではどうしても継続せねばならぬから、年践に制限されるのは宜しくな
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いよ「実業学科は加へねばならぬが其他はどんな学科を加へやうが加へまいが地方の復

宣によって、どの様にも取捨することが出来るやうになって、修業年限さへも定めない

でよいと去ふのはいかにも便利調法な議通の能くJ32という点を挙げている。してみれ

ば、明治35年の実業補習学校規程改正によ。て修業年課を緩和したことは、義務教育修

了後に離学しているニ十議までの一般民衆を対象とする補習教育を兼ねた融通の利く

育施設として、実業補習学校を地方社会に広めることになる大きな要因の一つであった

と患われる。

おわりに

りながら教育ι受けられない、或いは14裁まで教育を受けられない 8割

近くに及ぶ大多数の青少年を対象とする「補習科j教育や実業補習学校は、初等教育の

を補うだけでなく f有為の職工Jとして実業教育課興という一側面を担う人材

という役割をもっていた。しかし、明治30年代には小学校教育が一軍整備される

と同時に、明治35年に実業補習学校規程が改正され、殊に修業年限が緩和されたことで、

実業補習学校が尋常小学校の補習教育を施しながら地方経業と結び付いた実業教育をな

すという側面をもっていたために、実業補習学校の地方社会にもつ存在意義は大きくなっ

たO これに対して「撞習科j教育は、高等小学校が地域社会で小学校教育の完成教育と

してその事在が拡充されていく中で、修業年限も 2年と短くまた高等小学校の代替教育

であづたがために徐々に縮小されていった。また、これとは別に社会教青の対象となる

昌らの再生復興のための一環として行っていた教育活動が制度的

学校を使用する利便性と合致していたがために、実業捕習学校と背年団体との結び付き

は明治30年代後半から強まっていったといえる。そうしてみると、明治35年の実業譲曹

学校規程の改正は、その後において実業補習教育の牲格が変化していく転換点であった

といってもよいであろう。
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